
令和７年度平川動物公園駐車場等車両誘導整理業務委託契約書(案) 

 

公益財団法人鹿児島市公園公社（以下「発注者」という。）と〇〇〇〇〇〇（以下

「受注者」という。）との間において、令和７年度平川動物公園駐車場等車両誘導整

理業務について、次のとおり委託契約を締結する。 

 

（委託） 

第１条 発注者は、平川動物公園の駐車場等における次に掲げる業務（以下「委託業務」

という。）を受注者に委託し、受注者は、これを受託するものとする。 

⑴ 駐車場等の車両誘導、及び整理 

⑵ その他発注者の指示する事項に関すること 

（善管注意義務） 

第２条 受注者は、善良な管理者の注意をもって誠実かつ良心的に委託業務を実施する

ものとする。 

（契約期間） 

第３条 契約期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

（委託料） 

第４条 本契約による委託料は、金    円（うち消費税相当額及び地方消費税相当

額   円）とし、各月の支払金額は、別紙仕様書７⑷のとおりとする。 

（業務報告） 

第５条 受注者は、毎月１０日までに、前月に処理した委託業務に係る実績報告書を発

注者に提出し、発注者の承認を受けなければならない。 

（請求及び支払） 

第６条 受注者は、前条の規定により発注者の承認を受けたときは、前月に処理した委

託業務に係る委託料の請求書を速やかに発注者に提出しなければならない。 

２ 発注者は、受注者から請求書を受理した日から３０日以内に当該請求に係る金額を

受注者に支払うものとする。 

（契約保証金） 

第７条 この契約に係る契約保証金は、鹿児島市契約規則第２６条第９号の規定に準じ、

免除する。 

（仕様書） 

第８条 受注者は、別に定める仕様書により、委託業務を実施するものとする。 

（秘密情報等の取扱い） 

第９条 受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘

密情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 



（権利義務譲渡等の禁止） 

第１０条 受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約により生ずる権

利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供し、又は、その履行を委任し、若

しくは請け負わせてはならない。 

（調査監督等） 

第１１条 発注者は、受注者の委託業務に関して随時調査し、必要な報告又は資料の提

出を求めることができる。 

２ 受注者は、正当な理由なく、前項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項

の報告、若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（法令の遵守） 

第１２条 受注者は、業務に従事する業務員を指揮、監督し、労働基準法、職業安定法、

最低賃金法、その他使用者として法律に規定されたすべての義務を遵守するとともに、

責任をもってこれを履行しなければならない。 

（業務処理の是正） 

第１３条 受注者は、委託業務を処理するうえにおいて、その作業に欠陥又は不都合な

点があるものと発注者から指示があったときは、発注者の指示に従って速やかに是正

その他必要な措置を講じなければならない。 

（業務責任） 

第１４条 受注者の作業員がこの契約に基づいて行う業務上の行為は、全て受注者の責

任とする。作業員が業務上負傷し、又は死亡した場合も同様とする。 

（保険加入） 

第１５条 受注者は、本契約を誠実に履行するため、次の内容を有する損害賠償保険に

加入しなければならない。 

⑴ 身体上の損害については、１事故につき１０億円とする。 

⑵ 財産上の損害については、１事故につき１０億円とする。 

⑶ 身体上及び財産上の合併損害については、１事故につき１０億円とする。 

（契約の解除） 

第１６条 受注者が次の各号の一に該当する場合においては、発注者は、この契約を解

除することができる。 

⑴ 正当な理由がないのに契約を履行しないとき、又は発注者の指示監督に従わない

とき。 

⑵ 受注者がこの契約に違反し、契約の目的を達成することができないと認められる

とき。 

⑶ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合に

はその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。



以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認め

られるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号に

おいて同じ）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ

るとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ていると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約

の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に

対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

第１６条の２ 発注者は、第１６条第１項の規定によるほか、この契約に関して、受注

者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 ⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者を構成員

とする同法第２条第２項の事業者団体が同法第８条第１号の規定に違反したとして、

同法第４９条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 

  ⑵ 受注者が、独占禁止法第６２条第１項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納

付命令が確定したとき。 

 ⑶ 受注者が、独占禁止法第４９条若しくは第６２条第１項の規定による命令を受け、

かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第１項

に規定する抗告訴訟（以下「抗告訴訟」という。）を同法第１４条に規定する出訴

期間（以下「出訴期間」という。）内に提起しなかったとき。 

 ⑷ 受注者が、前号の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げた

とき。 

  ⑸ 受注者が、第３号の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決（第１

号又は第２号の命令の全部を取り消すものを除く。）が確定したとき。 

 



 ⑹ 受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）について刑法（明治

40年法律第 45 号）第 96 条の６又は同法第 198条の規定による刑が確定したとき。 

（損害の賠償） 

第１７条 受注者は、委託業務を実施中に故意又は過失により発注者又は第三者に対し損

害を与えたときは、受注者の負担においてその損害を賠償しなければならない。 

２ 受注者は、故意又は過失により発注者の施設等を滅失し、又は損傷したときは、発

注者が請求する損害を賠償しなければならない。 

３ 受注者は、この契約に定める義務の不履行又は履行遅滞により発注者に損害を与え

たときは、発注者が請求する損害を賠償しなければならない。 

４ 受注者がその責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し第三者に損害を与

えた場合において発注者がその損害を賠償したときには、発注者は、その賠償につい

て受注者に求償することができる。 

第１７条の２ 受注者が第１６条の２各号のいずれかに該当するときは、契約を解除す

るか否かを問わず、損害賠償金額として、契約金額の１０分の１に相当する額を発注

者の指定する期間内に支払わなければならない。業務の履行が完了した後においても

同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

 ⑴ 第１６条の２第１号の排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９

項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に

規定する不当廉売の場合 

  ⑵ 第１６条の２第６号に該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第１９８

条の規定による刑が確定した場合 

 ⑶ その他発注者が特に認めた場合 

２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注

者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを

請求することができる。この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であ

った者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する契約金額の１０分の１に相

当する額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求

を妨げるものではない。 

４ 受注者が第１項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注

者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約（変更

契約を除く。）の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２

４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「支

払遅延防止法の率」という。）を乗じて得た額の遅延利息を発注者に支払わなければ

ならない。 

 



（疑義の決定） 

第１８条 この契約に定めのない事項及びこの契約の履行について疑義を生じた事項に

ついては、法令及び発注者の条例、規則等の定めるところに従うほか、発注者、受注

者協議して定めるものとし、協議が整わない場合は、発注者の解釈によるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、発注者、受注者記名押印のう

え各自１通を保有する。 

 

 

令和７年４月１日 

 

 

         発注者  鹿児島市山下町１５番１号 

              公益財団法人鹿児島市公園公社 

              理 事 長  千 堂  和 弘 

 

 

         受注者   

 


